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令和６年度 戸籍係事務報告 
 

 戸籍・住民登録事務は、住民に関する記録を行う事務で、住民の身分関係を

公証する唯一の制度である。個々の利便性を図ることはもとより、国、地方公

共団体等の行政施策上、地方自治の基礎をなすものとして、重要な役割を果た

すものである。届出人に対する適切な指導と親切丁寧な対応を心掛けながら

日々研修を積み、スムーズな戸籍・住民登録事務に努めている。 

令和６年度の概要は、次のとおりである。 

 

１．戸籍関係 

 本 籍 数 ２，１００（対前年度  △２７） 

本籍人口 ４，８１９（対前年度  △７４） 

※数値は令和７年３月３１日現在 

 

（１）戸籍届出取扱件数 

出    生 ３７件 法第 77 条の 2 １１件 転   籍 １９件 

国 籍 留 保 ０件 親権・未成年後見 ０件 戸 籍 訂 正 ３件 

認    知 ２件 死     亡 ７１件 追   完 ０件 

養 子 縁 組 ２件 復     氏 ０件 そ の 他 １件 

養 子 離 縁 ０件 姻族関係終了 ０件 不受理申出 ０件 

法第73条の2 ０件 入     籍 １４件 合 計 ２１７件 

婚    姻 ４１件 分     籍 ０件 新戸籍編製 ２１件 

離    婚 １６件 氏 の 変 更 ０件 戸 籍 消 除 ４８件 

 

（２）戸籍、除籍、原戸籍謄本抄本交付件数 

種   別 有料件数 無料件数 金   額 

戸 籍 謄 抄 本 ５２６件 ２０２件 ２３６，７００円 

除籍、原戸籍謄抄本 ６６７件 ４９０件 ５００，２５０円 

受理証明、その他 ３件 ３件 １，０５０円 

合   計 １，１９６件 ６９５件 ７３８，０００円 

 

２．住民基本台帳関係 

（１）住民異動届出件数 

転   入 ４８件 転   居 ２４件 

転   出 ８１件 世帯主変更 ２８件 



 

（２）住民票等交付件数 

種   別 有料件数 無料件数 金   額 

住 民 票 謄 抄 本 １，０１０件 １０２件 ３０３，０００円 

戸籍附票謄抄本 １１４件 ２５３件   ３４，２００円 

 

（３）「住民基本台帳の閲覧等の制限の申出者に対する支援措置」申出人数 

支援措置を行っている者 ０人     

併せて支援措置を行っている者 ０人 

 

３．人口動態関係 

（１）世帯数及び人口 

 世帯数 男 女 総計 

令和 7 年 3 月 31 日 １，１９３戸 １，４７８人 １，７１５人 ３，１９３人 

令和 6 年 3 月 31 日 １，２０１戸 １，５１８人 １，７４４人 ３，２６２人 

 

（２）人口動態調査票作成件数 

出  生  １７件 婚  姻 ５件 死  産 ０件 

死  亡 ５４件 離  婚 ８件  

※令和６年１月から１２月までに作成した件数 

 

４．印鑑登録関係 

 印鑑登録は、印影により個人を証明する制度である。新規で印鑑登録を行う

際、同一の印影が多数存在すると思われるもの（大量生産された三文判等）は

偽造被害防止のため登録できない旨を説明したうえで、十分に確認しながら登

録事務にあたっている。 

 印鑑登録証明書の発行枚数は、令和６年度８０７枚（うち公用無料８枚）、

登録件数は１０３件であった。印鑑登録人口は２，１５４人（うち外国人４人）

（令和７年３月３１日現在）となっている。 

 

５．中長期在留者住居地届出事務関係 

 平成２４年７月９日に外国人登録制度の廃止及び住民基本台帳法の改正に

伴い、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となり、日本人と同様に住民票

が作成されることになった。 

令和６年度中の該当事務は１件であった。 



６．旅券関係 

 県から市町村への権限移譲により、平成２２年６月１日から旅券（パスポー

ト）の申請受付と交付に係る事務を行っている。 

令和６年度の交付件数は５３件で、累計４７２件となっている。 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、渡航制限が実施されたため、申請件

数は大幅に減少していたが、新型コロナウイルスの５類移行により、新型コロ

ナウイルス感染症拡大前と比較しても申請件数は大幅に増加している。 

７．個人番号カード交付関係 

 平成２８年１月１日から社会保障・税番号制度が施行されたことに伴い、個

人番号（マイナンバー）カードの交付事務を行っている。 

 令和７年３月３１日現在、マイナンバーカードの交付枚数は累計３，０９７

枚となっている。（９６．１５％） 

 

８．人権啓発関係 

 法務大臣から委嘱された人権擁護委員による人権相談を実施している。例年

実施している年４回の人権相談を令和３年度より再開している。 

なお、ポスターの掲示やケーブルテレビ文字放送等の広報活動に取り組み、

人権意識の普及高揚を図った。 

 

本村の人権擁護委員は、次の２名である。 

 ・前田 勝則氏  令和 6 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日（２期目） 

・嶋原 美津子氏 令和 4 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日（１期目） 

人権相談実施状況 

実  施  日 場      所 

令和 6 年  5 月 31 日（金） 農村環境改善センター小会議室 

令和 6 年  9 月 3 日（火） 農村環境改善センター小会議室 

令和 6 年 12 月 4 日（水） 農村環境改善センター小会議室 

令和 7 年  2 月 4 日（火） 農村環境改善センター小会議室 

 



令和 6 年度 福祉係事務報告 

 

現在、日本では急速な高齢化と同時に、少子化が進み、人口構造に大きな変化が起

きている。２０５０年には、高齢者１人をほぼ１人の現役世代が支える「肩車」型の

社会になることが見込まれている。また、家族のあり方も変容を遂げ、三世代同居の

減少と高齢独居世帯の増加により、核家族化や地域のつながりの希薄化が進み、子育

て環境にも変化を及ぼしている。 

 このような状況の中、国においては、給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心と

いう現在の社会保障制度を見直し、「全世代対応型」の社会保障制度への改革が進め

られている。 

 このような改革の趣旨に鑑み、本村においても、住民が求めるニーズを的確に把握

し、社会の変化に対応した福祉サービスを提供する必要がある。 
 

１．民生委員・児童委員関係 

民生委員・児童委員は、それぞれの地域において高齢者の相談や見守り、児童虐待

の防止・早期発見のほか、在宅サービスの提供を社会福祉協議会等と連携を図りなが

らその解決に向けた取り組みの中心的な役割を果たしている。また、例年、小学生や

高齢者との交流事業を実施するなど、地域の身近な存在として民生委員・児童委員の

ＰＲ活動にも熱心に取り組まれてきた。 

山江村民生委員児童委員協議会は、民生委員・児童委員 16 名、主任児童委員 2 名

の計 18 名（事務局：山江村社会福祉協議会）で構成している。 

 

○民生委員・児童委員            任期（ R4.12.1～ R7.11.30） 

担当区 氏   名 就任年月日 満了年月日 

1 勝 山 良 子 令和 4 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

2 川 口 政 光 令和 4 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

3 谷 川 正一郎 平成 28 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

4 石 川 淳 子 令和 4 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

5 大 山 澄 夫 令和元年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

6 藤 本 ヤス子 令和 4 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

7 䭾 川 和 子 平成 25 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

8 赤 坂 次 雄 令和元年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

9 嶋 原 美津子 令和元年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

10 久保山 初 已 令和 4 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 



11 靏 山 幸 右 令和 4 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

12 谷 口 さと子 令和 4 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

13 豊 永 やすよ 令和 4 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

14 山 下 和 男 令和 4 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

15 谷 川 安 照 平成 25 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

16 黒 木 不可止 令和 4 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

主任児童委員 谷 川 睦 子 平成 22 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

主任児童委員 坂 田 妃 美 平成 19 年 12 月 1 日 令和 7 年 11 月 30 日 

 

２．生活保護関係 

 生活に困窮する者に対して、他の法律や制度による支援が受けられない、または、

受けても生活が困窮する場合に、最低限度の生活を保障するため、その困窮の程度に

応じて必要な保護を行うとともに、福祉事務所並びに民生委員の協力を得ながら、そ

の自立の助長に努めた。また、生活困窮者自立支援法が平成 27 年 4 月 1 日から施行

され、山江村社会福祉協議会に相談支援員を１名配置している。 

 

○生活保護世帯 12 世帯（住所地特例者除く）（R7.3.31 現在） 

・新規 2 件 

・死亡 0 件 

 ・廃止 1 件 

 

３．援護関係 

山江村遺族会への支援及び遺族会事業（慰霊祭）の協力を行っている。 

◆慰霊祭及び遺族会総会：令和 6 年 5 月 11 日（場所：高寺院本堂） 

◆遺族会補助金：170,000 円 

 

４．ひとり親福祉関係 

ひとり親世帯は増加傾向にあるため、ひとり親家庭等の福祉の充実を図ることを目

的に、児童扶養手当の手続きや医療費の助成を行った。 

 

○児童扶養手当  受給者数…59 名  

【手当額】※所得に応じて手当額は変動する。 

 手当の支給については、奇数月に 2 か月分が支給される。 

 

 



区分 全部支給 一部支給（所得制限による） 

対象児童１人のとき 45,500 円 45,490 円 ～ 10,740 円 

対象児童２人のとき（加算） 10,750 円 10,740 円 ～ 5,380 円 

対象児童３人以上のとき 

（３人目以降の加算） 
10,750 円 10,740 円 ～ 5,380 円 

 

○ひとり親家庭等医療費助成事業（村補助率：自己負担額の 2/3・県 1/2） 

・受給資格者証交付者数…56 名 ・医療費助成総額…947,060 円 

 

５．老人福祉関係 

本格的な超高齢社会を迎え、高齢者世帯や独居世帯が増加している中、国・県はも

とより本村でも高齢者にとって安心して住みやすい地域環境を醸成するため各種事

業を展開した。 

特に、要介護状態にならないよう介護予防・生活支援事業を推進し、福祉・医療・

保健の連携を図りながらその対策に努めた。 

 

（１）老人福祉事業 

○老人クラブ連合会育成事業助成金（会員数２１６名） ７１９，０００円 

○単位老人クラブ助成金（９単位）          ２７６，０００円 

○老人クラブ特別事業助成金              ２２５，０００円 

○シルバー人材センター助成金（会員数３１名）   １，２００，０００円 

○山江村鶴さん亀さん応援手当 基本額…5,000 円  

（対象：4 月 1 日時点 70 歳以上で本村に引き続き 1 年以上居住している者） 

                      支給件数：892 人（648 世帯） 

 

（２）在宅福祉事業 

○緊急通報装置貸与事業（対象：６５歳以上の独居者等） 

・緊急通報装置利用者数 １２名 

（ＡＬＳＯＫ３名、キューネット９名  ）R7.3.31 現在  

・利用料総額 ４７７，４７９円 

 

○生き生き在宅生活支援事業 

山江村社会福祉協議会委託料総額  ８，０２５，４５１円 

・配食サービス事業（４６名）     ３，９９８回（利用延回数） 

     （週３回、１食２５０円） 単価１，０８０円 

・軽度生活援助サービス事業（８名）     １５３回（  〃  ） 

     （日常生活援助、週２回２２０円／h）単価２，５６０円／h 

・外出支援サービス事業（２３名）      ７１０回（  〃  ） 

         （タクシー、リフト付き専用車 月２０回 利用料の１割負担） 

・寝具洗濯・乾燥・消毒サービス事業（９名） ２２回（  〃  ） 



     （布団・寝具等の衛生管理） 

・生きがい対応型デイサービス事業（４５名） １，３７０人（利用延人数） 

     （週１回「ほたる」にて生きがい活動） 

1～5 区（水）6～12 区（木）13～16 区（火） 

 

○訪問理美容サービス事業 

・利用券交付者数 ６名 ・サービス利用料総額 １５，０００円                                                                                                                             

 

（３）施設福祉事業 

○養護老人ホーム（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

・入所者数       翠光園…４人 聖心老人ホーム…1 人 

 ※延寿荘の廃所により、別の養護老人ホームへ移られた 

・老人保護措置費総額  ９，６９６，９６５円 

・自己負担額        ６５９，７８７円 

 

６．地域見守りネットワーク事業 

少子高齢化が急速に進展する中で、国内においては、高齢者の孤独死や老老介護、

悪徳商法被害等様々な問題が増加している。 

本村においても同様に、独居及び高齢者世帯は約４件に１件の割合であることから、

地域での見守り、声かけ等の対策が重要となっている。 

そのような現状を踏まえ、村内全地区で地域見守りネットワークが構築され、各地

区において活動されてきた。 

 

【令和７年３月３１日現在】 

・対象世帯：１８５世帯（２１０名） 

・見守り協力員：１７８名 

・お元気ボタン利用世帯：３世帯 

 

７．障がい者福祉関係 

平成２５年４月１日に施行された障害者総合支援法では難病が障がいの定義に新

たに追加された。これらに基づき、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための福祉サービスを提供している。 

 

【手帳所持者数（R7.3.31 時点）】 

○身体障害者手帳      １２３人 

○療育手帳（知的障害者手帳） ５５人 

○精神障害者保健福祉手帳   ３６人 

 

 



【支援事業】                    

○山江村身体障がい者福祉連絡協議会助成事業    １３０，０００円 

（会員６４名） 

○障がい者福祉年金支給事業（入院及び施設入所を除く障害手帳所持者） 

５，０００円×１３７名             ６８５，０００円 

○障がい福祉サービス給付事業（３８名）    

自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）   １２４，４６４，３０８円 

○障がい児福祉サービス給付事業（３２名）    

自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）    ２０，９１７，８３４円 

○障がい者医療費給付事業（療養介護：医療を必要とする障がい者 ２名） 

  自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4 ）     １，０２１，３９０円 

○重度心身障がい者医療費助成事業（身体 1・2 級、知的 A1・A2、精神 1 級） 

  （受給資格者５７名） 

自己負担（入院外 1,020 円、入院 2,040 円）県 1/2  

４，８８３，６２９円 

○身体障がい者(児)補装具費給付事業（車椅子、装具購入修理 ４名） 

  自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）       ４５７，０９３円 

○地域生活支援事業（日常生活用具 ２９件、日中一時支援 ２名） 

  自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）       ５１８，３３３円 

○自立支援医療（育成）給付事業（国 1/2・県 1/4）   ３２，４３８円 

  身体障がい児（１８歳未満）に対する生活能力を得るための治療に 

対する医療給付（１名） 

○自立支援医療（更生）給付事業           ５１７，６００円 

    身体損傷による治療を治癒した身体障がい者（18 歳以上）に対し、日常生活

を容易にするための医療給付・人工透析等（１１名） 

自己負担原則 1 割（透析：5,000 円、2,500 円） 

 

８．介護保険事業関係 

介護保険制度は、介護が必要となっても住み慣れた地域や住まいで自らサービスを

選択し、自らの能力を最大限発揮して、尊厳のある自立した生活を送りたいと思う高

齢者のニーズに応える制度として平成１２年度に施行された。 

近年、要介護（要支援）認定者数は増加傾向にあり、第１号被保険者１人あたり給

付費も同様に増加している。現在、第９期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（令

和６年度～令和８年度）に基づき事業を実施中。 

 

【令和７年３月末現在】 

（１）第１号被保険者                 １，２１３人 

（２）要介護（要支援）認定者数（第１号被保険者）     １７０人 

               （第２号被保険者）       ３人 

（３）居宅介護（介護予防）サービス受給者数         ８２人 



（４）地域域密着型介護（介護予防）サービス受給者数      ７人 

（５）施設介護サービス受給者数               ６３人 

   ・介護老人福祉施設                  ２３人 

   ・介護老人保健施設                  ４０人 

   ・介護医療院                      ５人 

（６）第１号被保険者保険料基準額           ６，８００円 

（７）介護保険料収納額（現年＋過年）    ８９，７９５，４３０円 

（８）介護給付費（居宅、施設等）     ４１２，０７３，８８１円 

（９）介護費用額（居宅、施設、総合事業等）４５９，２６６，１９０円 

（１０）介護認定状況（令和 7 年 3 月末現在） 

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計 

３ １１ ２７ ４０ ４３ ２９ ２０ １７３ 

 

（１１）令和６年度介護保険料収納状況             （単位：円・％）       

収納額 不能欠損額 収入未済額 収納率

現年度分 89,745,720 89,605,080 0 140,640 99.8

特徴 83,563,500 83,563,500 0 0 100.0%

普徴 6,182,220 6,041,580 0 140,640 97.7%

滞納繰越分 964,630 190,350 0 774,280 19.7%

計 90,710,350 89,795,430 0 914,920 99.0%

調定額

 

（１２）一般会計繰入金 

  ・介護給付費繰入金     ６２，３１０，７５０円（給付費の 12.5％） 

  ・事務費繰入金        ８，５４７，０００円 

  ・介護予防・総合事業繰入金  １，５１５，２５０円（事業費の 12.5％） 

  ・包括・任意事業繰入金    ２，２０６，８２０円（事業費の 19.25％） 

  ・低所得者保険料軽減繰入金  ４，８３３，１２０円 

合 計        ７９，４１２，９４０円 

 

９．家族介護者支援事業 
 在宅介護を推進するためには、要介護者に対する支援のみならず、併せて、介護者

に対する支援も必要である。そこで、介護に携わる家族介護者に対して、身体的・精

神的な負担の軽減を図るとともに、経済的な支援を実施した。 

 

○在宅介護手当（要介護３～５の高齢者を自宅にて月２０日以上介護している方）      

【令和６年度実績】 

  令和６年４月～令和６年７月分   １８人      ５９０千円 

  令和６年８月～令和６年１１月分  １５人      ４９０千円 

  令和６年１２月～令和７年３月分  １５人      ４４０千円  

合 計                  １，５２０千円 



 

○在宅介護リフレッシュ事業    

 【令和６年度実績】 

    第１回  ５月２１日 睡眠セミナー（参加人数１７人） 

    第２回  ７月１６日 日帰り旅行 阿蘇方面（参加人数９人） 

    第３回  ８月 ７日 講和：栄養管理（参加人数１２人） 

    第４回 １１月１１日 マッサージ施術（参加人数１９人） 

    第５回  １月２３日 講和：福祉用具（参加人数１６人） 

    第４回  ２月１７日 日帰り旅行 鹿児島方面（参加人数９人） 

                                                                                     

                        合計 ５０６，６６７円 

１０．児童福祉関係 

児童福祉では、児童手当の支給事務、要保護児童への対策、保育所入所事務等を行

っている。また、子どもの出産を奨励する目的として「赤ちゃん祝金」を支給してい

る。村内学童クラブについては、保護者の就労状況が多様化する中で、放課後や長期

休暇中における児童の安全確保の観点から、年々、需要が高まり利用者は増加傾向に

ある。 

平成２７年度より子ども・子育て支援新制度が始まり、令和元年１０月においては、

幼児教育・保育無償化が始まったことにより、更なる子育て支援サービスの充実に取

り組む必要がある。本年度は令和元年度に策定した第２期山江村子ども・子育て支援

事業計画（５カ年計画）の最終年度であったことから、取り組み評価に加え、次期計

画となる第３期計画の策定を行っている。令和７年度以降は、この第３期計画に基づ

き事業を実施していくこととなる。 

（１） 児童手当関係 

※令和６年１０月１日より拡充 

・3 歳未満              15,000 円 

・3 歳以上小学生           10,000 円 

・中学生               10,000 円 

・高校生               10,000 円 

（第一子、第二子は上記の金額に基づく） 

（第 3 子以降）30,000 円 

 

○費用負担 

被用者（社会保険被保険者） 

・事業主 2/5、国 3/5（0 歳～3 歳未満） 

・国 7/9、県 1/9、市町村 1/9（3 歳～19 歳未満） 

・公務員 所属庁 10/10 

非被用者（国民健康保険被保険者）（児童手当：のみ） 

・国 13/15、県 1/15、市町村 1/15（0 歳～3 歳未満） 

・国 7/9、県 1/9、市町村 1/9（3 歳～19 歳未満） 



○区分ごとの受給者数 

区   分 
被用者 

（R7.3 時点） 

非被用者 

（R7.3 時点） 
総支給額（円） 

受給者 211 38 

 

０～３歳未満 34 3 

３歳以上小学校修了前 223 35 

 第１子・第２子 160 12 

第３子以降 63 9 

小学校修了後中学校修

了前 
77 12 

中学校修了後高校修了

前 
84 24 

合 計 418 74 63,190,000 

 ※特例給付を含む。 

 

 

（２）子ども・子育て支援新制度関係 

〇施設型給付費・委託費給付実績 

 ・負担率（国：1/2、県 1/4） 

  ・補助率（県：1/2） ※地方単独費用部分に対する補助 

【１号認定】 

施設区分 
利用施設数 

[箇所] 

利用者数 

[延べ人数：人] 

給付実績 

[単位：円] 

幼保連携型認定

こども園 

１ 

（１） 

１１５ 

（１１５） 

１９，５９７，４４０ 

（１９，５９７，４４０） 

幼稚園型認定こ

ども園 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

幼稚園 ０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

 

【２・３号認定】 

施設区分 
利用施設数 

[箇所] 

利用者数 

[延べ人数：人] 

給付実績 

[単位：円] 

幼保連携型認定

こども園 

４ 

（１） 

４３２ 

（３７９） 

７５，４２０，４２０ 

(６７，５２２，９４０) 

幼稚園型認定こ

ども園 

１ 

（０） 

４４ 

（０） 

８，２５１，４２０ 

（０） 

保育所 
７ 

（２） 

９６５ 

（７７７） 

１５８，８２４，８９０ 

（１３５，７３８，１６０） 

※（ ）内は管内園の数値 ※利用者数は、月初日利用人員の延べ人数である。 



〇子ども・子育て支援事業 

・補助率（国：1/3、県：1/3）※利用者支援事のみ（国：2/3、県：1/6） 

事業名 運営 
実施 

施設数 
実績額（円） 備考 

利用者支援事業 直営 １ ２，９３１，６６７  

放課後児童健全

育成事業 
補助 ２ １７，１５８，２００ 

章鹿倉学童クラブ 

まえ学童クラブ 

乳児全戸訪問事

業 
直営 １ １３，２００  

延長保育事業 補助 ３ １，４０７，６００ 

章鹿倉保育園 

万江保育園 

山江保育園 

 

〇保育体制強化事業 

・補助率（県：3/4）※国補助を県が一元化 

事業名 運営 
実施 

施設数 
実績額（円） 備考 

保育体制強化

事業 
補助 １ １，２００，０００ 章鹿倉保育園 

 

〇保育補助者雇上強化事業 

・補助率（県：7/8）※国補助を県が一元化 

事業名 運営 
実施 

施設数 
実績額（円） 備考 

保育補助者雇

上強化事業 
補助 ２ ３，４４５，０００ 

章鹿倉保育園 

山江保育園 

 

〇保育所等における性被害防止対策設備等支援事業 

・補助率（県：3/4）※国補助を県が一元化 

事業名 運営 
実施 

施設数 
実績額（円） 備考 

保育所等にお

ける性被害防

止対策設備等

支援事業 

補助 １ ７５，０００ 山江保育園 

 

○山江村子ども・子育て会議 

 子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)第７７条第１項の規定に基づく会

議。平成２５年９月２０日に条例施行。前年度に引き続き、会議を開催した。 

なお、今回の会議において、次期計画である第３期山江村子ども・子育て支援事業



計画の策定に伴う素案協議を行い、承認を得ている。 

 ・第２４回会議（令和６年１０月２９日開催） 

 ・第２５回会議（令和６年１２月１９日開催） 

 ・第２６回会議（令和７年３月１７日開催） 

 

〇第３期山江村子ども・子育て支援事業計画策定 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条に定められた「市町村

子ども・子育て支援事業計画」として策定するものである。令和６年度が現計画（第

２期計画）の最終年度であったため、令和７年度以降の事業計画実施に向け、ニーズ

調査などを行い、第３期山江村子ども・子育て支援事業計画を策定した。 

 

委託業者 業務委託料 履行期間 

（株）九州みらい研究所 ２，３６５，０００円 
令和６年７月２日 

 ～令和７年３月３１日 

 

 

（３）病児・病後児保育事業（特別保育事業） 

 平成２６年度より人吉市との共同事業で、病児・病後児保育事業を開始した。 

（実施機関：増田クリニック） 

 補助申請は人吉市が行い、本村は人吉市へ負担金を納入する。 

令和６年度利用実績：山江村 延べ２５名（人吉市 延べ２２６名） 

 ・山江村負担額 ５１６，０００円 

【事業費】（人吉市・山江村）（補助率：県 2/3） 

 基本分（千円） 加算分（千円） 合計（千円） 

基準額 ７，０３７ ４，０００ １１，０３７ 

・均等割１０％ 

・対象児童数割１０％（就学前、小学１～３年生） 

・利用児童数割８０％ 

 

 

（４）障がい児保育事業 

 平成２５年度より保育に欠ける障がい児の受け入れを行う保育所に対し、補助金を

交付している。今年度は３保育所に補助を行った。 

施設名 対象児童数（人） 補助額（円） 

章鹿倉保育園 ２ ６５７，０００ 

万江保育園 ２ ８３９，５００ 

山江保育園  ３ １，８８６，１８９ 

計 ３，３８２，６８９ 

 

 



（５）こんにちは赤ちゃん祝金 

 1 人当たり 5 万円を支給 支給件数 18 件 支給総額 900,000 円 

 

 

（６）山江村出産・子育て応援ギフト 

 1 人当たり 5 万円を支給 

 支給件数 25 件（妊娠 17 件、出産 19 件） 支給総額 1,800,000 円 

 

 

（７）子ども家庭支援拠点及び子育て世代包括支援センター 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、福祉係、保健衛生係、

地域包括支援センターが一体となり、母子保健サービスと子育て支援サービスを一体

的に提供できる体制の構築を行っている。また、令和４年度に建設した山江村子ども

子育て相談室を活用し、様々な相談に随時対応をしている。 

 

１１．児童虐待防止・ＤＶ対策関係 

 子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は、社会全体で取り組むべき

重要な課題となっている。本村では平成２０年４月に「山江村児童虐待防止及びＤＶ

対策地域協議会（要保護児童対策地域協議会）」を設置しており、要保護児童や要支

援児童、特定妊婦等への支援について関係機関とのケース会議等を行った。また平成

２８年度の児童福祉法の一部改正により、市町村の設置する要保護児童対策地域協議

会の調整担当者として専門職の配置が義務付けられ、市町村の体制強化が必要であり、

要保護児童対策地域協議会の役割も大きくなっている。児童虐待はしつけとは明確に

異なり、子どもの権利を守る視点、子どもの発達・自立を支援する視点が重要である。

子どもの安全・人権を守ることが一番である。虐待対応は、単一の機関だけで解決す

ることは不可能であり、関係機関が情報や認識を共有しながら一体となって連携を行

った。また、令和４年４月に子ども家庭総合支援拠点事業を開始、子ども子育て相談

室を設置し、山江村の全ての子ども家庭の相談に対応する子ども支援の専門性を持っ

た機関・体制、ソーシャル機能を活用しチームで支援する体制となった。 

★対応ケース 要保護児童(八代児童相談所受理ケース)      １件（２名） 

       要支援児童(上記以外の支援が必要なケース)    ８件（１３名） 

  

◆令和６年度山江村要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議 ７回 

◆令和６年度山江村要保護児童対策地域協議会代表者会議     １回 

◆令和６年度山江村要保護児童対策地域協議会実務者会議     １回 

◆支援員活動 

 実績：１件、２５回 

 内容：家事支援、主に室内の掃除を実施 

◆民生委員・主任児童委員へ対し里親家庭支援センター優里の会から児童虐待及び里



親制度についての研修会を実施。 (１/２３) 

◆万江保育園で定期的に実施されている「みんなの食堂」でお弁当の配布を実施。 

７件（２０２個） 

 

１２．国民年金関係 

 国民年金に関する事業は国民年金法第３条第１項で、政府が国民年金事業の管掌者

として、国民年金事業に関する一切の事務を管理し、実施することとされている。国

民年金事業のすべての権限・事務は、原則として厚生労働省が行うべきとされており

厚生労働大臣の権限や事務の多くは、主に日本年金機構に委任・委託されている。 

 国民年金は国の責任において運用されるべきものですが、国民年金制度が住民基本

台帳や地方税制度などと密接に関係しており、また、地域住民に身近な市町村窓口で

各種の手続きや申請を行えることが、被保険者の利便性に繋がることから、国民年金

の事務の一部を政令に定めるところにより市町村長が行うこととされている。令和６

年度は以下の申請・届出の受付けを行った。 

 

○受付けた申請・届出 

◆資格取得届（第１号、第３号被保険者）…32 件 ◆種別変更届…0 件 

◆氏名変更届…0 件 ◆年金番号通知書再交付…2 件 ◆保険料免除申請…15 件 

◆学生納付特例申請…9 件 ◆未支給年金請求…26 件 ◆死亡一時金請求…0 件 

◆寡婦年金請求…0 件 ◆老齢年金請求…3 件 ◆障害年金請求…2 件 

◆産前産後免除該当届…1 件 ◆年金証書再発行…0 件 

 

 

○国民年金の被保険者数等（各年度 3 月末） 

年度 
第 1 号 

被保険者 

第 3 号 

被保険者 

任意加入 

被保険者 

令和５年度 215 人 77 人 0 人 

令和６年度 207 人 65 人 0 人 

増 減 △8 人 △12 人 0 人 

 

 

１３．避難行動要支援者関係 

 平成 27 年 5 月より避難行動要支援者の登録制度を導入し、同意をあらかじめ得る

ことにより、消防署や警察等関係機関へ要支援者の情報を事前提供できる体制を整備

している。 

 今後は次の災害発生に備え、台帳の更新及び関係各位の協力を得ながら更なる同意

取得率の向上を目指す必要がある。 

 



【避難行動要支援者となる方】 

災害が発生し、または災害の発生するおそれがある場合、自ら避難することが困難

な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保のために特に支援を要する方。 

令和 7 年 3 月末現在で、164 名（うち、同意を得ている方 83 名）。 

 

１４．男女共同参画関係 

 平成２３年４月１日から「山江村男女共同参画基本条例」を施行した。この条例に

基づき、村民一人ひとりがそれぞれの立場で、男女共同参画社会の構築に向けて、行

政、村民、事業所等が協働して総合的・計画的に推進している。 

 令和６年度は、第３期男女共同参画基本計画に基づき、庁内委員会を１回、審議会

を１回実施した。 

 

１５．自殺対策関係 

 平成１８年１０月に自殺対策基本法が施行され、それまで「個人的な問題」とされ

てきた自殺が、「社会的な問題」と捉えられるようになる。平成２８年３月には自殺

対策基本法が改正、本村においても平成３０年度に「いのち支える山江村自殺対策計

画」を策定。「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け自殺対策を推

進し、事業を展開した。また、令和５年３月に健康増進法・食育基本法・自殺対策基

本法に基づき「山江村健康増進計画」を一体的に策定した。 

◆こころの健康相談事業 

  精神科医師と連携し、適切な解決方法を見出すための相談体制を整備し周知して 

いたが、相談事業の利用は無かった。 

◆自殺防止啓発事業 

自殺防止の重要性に関する住民理解を深め、自殺や自殺対策に対する正しい知識

の普及を図るため、リーフレットの配布や若年層対策事業講演会を行った。また、

いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会を開催し、推進委員に対して講演会

を行った。 

  ○リーフレット配布対象：村内全世帯１，１９４件（令和６年８月時点） 

  〇若年層対策事業講演会：山江中学校全生徒      １０４名 

              山江中学校職員        １２名 

  〇いのち支える山江村自殺対策ネットワーク推進協議会   １回 

 

１６．物価高騰対策関係 

 物価高騰等に直面する低所得世帯の支援するため給付金の支給を行った。 

 

〇山江村低所得者世帯向け物価高騰対策給付金 

  令和 6年 6月 3日時点において世帯全員が令和 6年度分の住民税非課税世帯又は

均等割のみ課税されている世帯であり、かつ、令和 5 年度山江村物価高騰対策給付



金及び山江村物価高騰対策給付金（住民税均等割のみ課税世帯分）及び子育て世帯

こども加算を支給されていない世帯に対し給付金を支給した。 

  ・支給件数：50 世帯（1 世帯あたり 10 万円、児童 1 人につき 5 万円の加算） 

・支給総額：5,750,000 円 

 

１７．地域福祉計画 

 地域福祉とは、それぞれの地域において人々が安心して暮らせるよう、地域住民や 

公私の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考 

え方であり、本村においても高齢化や人口減少が進む中、福祉のニーズも日々多様 

化・複雑化してきているため、本村の地域福祉を総合的かつ計画的に推進するための 

指針となる「第５期山江村地域福祉計画」を策定した。 

 また、成年後見制度利用促進法第１４条第１項に基づく「市町村成年後見制度利用 

促進基本計画」及び再犯の防止等の推進に関する法律第８条第１項に基づく「地方再 

犯防止推進計画」としても位置付けを行った。 

   

〇計画期間：令和７年度～令和令和１１年度 

 



令和６年度 保健衛生係事務報告 

１．環境衛生 

（１）感染症等について 

①新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザについて、予防接種勧奨を含

む感染予防対策について、広報・回覧・ケーブルテレビなどにより広く周知し、感

染予防啓発に努めた。また、感染を早期に発見し感染拡大防止を図る観点から、希

望する村民および小中学校に対し、昨年度に引き続き新型コロナウイルス抗原簡易

キットの無償配布を行った。 

   ②夏場には食中毒注意報および警報が発令され、冬場にはインフルエンザやノロウ

ィルスに関して注意するよう呼びかけ、その時々に流行する感染症について人吉保

健所の指導と併せて予防啓発に努めた。 

   ③屋外での活動が盛んになる季節には、日本紅斑熱や重症熱性血小板減少症候群 

（SFTS）等のダニ媒介感染症について、広報誌や回覧、ケーブルテレビ等により住 

民へ注意喚起を図った。 

    

（２）環境美化、ごみ対策について 

①環境美化活動について 

令和 6 年度の環境美化一斉行動については、新型コロナウイルス感染症予防と熱

中症に注意し、各地区で日程を調整の上、行っていただくこととした。 

山江村の環境、景観美化の推進に向け、道路・河川・堤防沿いなど身近な場所の

草刈りや空き缶等のゴミ拾いを実施し、快適な地域環境保全の必要性を啓発した。 

（道路・河川・堤防沿いの草刈作業に対して年間 1 区あたり燃料 40ℓ の助成。） 

②一般廃棄物及び資源ごみ分別（リサイクル）収集について 

平成 14 年 12 月 2 日人吉球磨クリーンプラザの供用開始に伴い、資源ごみが 14 品

目と細分化されている。引き続きごみ出しルールを徹底するため、広報誌や防災無

線等でごみの分別・資源ごみ・有害ごみの出し方の普及啓発に努めた。 

  収集業務においては、令和 5 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 2 年間、可

燃物を「有限会社 はと衛生社」（代表取締役 石崎 哲彦）、資源・不燃ごみを「有

限会社 エガワ解体」（代表取締役 江川 拓也）と業務委託契約を行い、ごみ収集日

程により可燃・不燃・資源ごみ（14 品目）の収集を実施した。 

  また、令和 5 年度から令和 6 年度までの山江村家庭系一般廃棄物収集運搬業務に

係る受託候補者の選定を行い、可燃物を「有限会社 はと衛生社」（代表取締役 石崎 

哲彦）、資源・不燃ごみを「有限会社 エガワ解体」（代表取締役 江川 拓也）とし

て決定した。 

種別 委託業者 委託料（月額） 

可燃ごみ 有限会社 はと衛生社 184,500 円 

資源ごみ・不燃ごみ 有限会社 エガワ解体 118,500 円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人吉・球磨地区家電リサイクルごみ取扱指定業者 

・人吉市下漆田町俣口 2836 番地 36 人吉ダイキュー運輸 株式会社 

 

○可燃・不燃ごみの収集量 

 可燃ごみの収集量 （単位：ｔ） 

 

不燃ごみの収集量 （単位：ｔ） 

令和 5年度 令和 6年度 前年比 令和 5年度 令和 6年度 前年比 

629.81 608.55 96.6％ 35.62 34.28 96.2％ 

 

○資源ごみの収集量（委託収集＋直接搬入） 

ご み 収 集 量  （単位：ｔ） 

新聞紙 雑誌 ダンボール 布 アルミ缶 スチール缶 

R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 

12 11 18 17 10 10 4 4 0 0 0 0 

 

ご み 収 集 量  （単位：ｔ） 
合 計 

透明ビン 茶色ビン その他ビン ペットボトル 

R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 

4 4 7 7 1 1 9 10 65 64 

 

③廃棄物の不法投棄防止について 

家庭や事業所等から発生した廃棄物及び家電リサイクル法の施行に伴う家電 4 品 

目の不法投棄が増加したため、山江村美しい村づくり条例に基づき区長代理者（環境

美化監視業務）、駐在所と連携した監視を強化し、不法投棄防止に努めた。 

また、シルバー人材センターに月 2 回の不法投棄パトロール及び回収を業務委託 

し、環境美化に努めた。 委託料年額 302,000 円 

  

 ④ごみ分別等について 

    令和 6 年度は、例年どおり各地区において、ごみ減量及び野良猫の餌付けや野焼 

き等を行っている家庭への指導を行った。 

    

 

 

不法投棄廃棄物運搬委託契約業者 

１ 人吉衛生設備管理 有限会社 

２ 株式会社 高木栄商店 

３ 有限会社 はと衛生社 

一般廃棄物処理業許可業者 

１ 有限会社 エガワ解体 

２ 有限会社 はと衛生社 

３ 人吉衛生設備管理 有限会社 

４ 株式会社 髙木栄商店 

５ 肥後環境 株式会社 

６ 株式会社 サンキョー 



○区長代理者名簿（環境美化監視業務） 

氏  名 担当区 任 期 

増木 和則 1 Ｒ5.04.01～Ｒ7.03.31 

横山 浩之 2 〃 

山本 政照 3 〃 

福川 政浩 4 〃 

中村 和広 5 〃 

山田 靜也 6 〃 

片岡 良一 7 〃 

立山 孝 8 〃 

白柿 憲美智 9 〃 

上村 斗巳扶 10 〃 

靍山 幸浩 11 〃 

久保田 康浩 12 〃 

豊永 浩 13 〃 

廣田 昭信 14 〃 

中村 忠利 15 〃 

川口 けい子 16 〃 

 

２．狂犬病予防事業 

平成 13 年 12 月 20 日から「熊本県動物管理条例」が改正され、「熊本県動物の愛護及び

管理に関する条例」として公布された。 

全ての人が命ある動物を虐待することのないようにするとともに、人と動物の共生に配

慮しつつ、適正に取り扱うようにするという考え方が条例に盛り込まれているが、未だに

捨て犬、放し飼い、散歩による糞の不始末による住民からの苦情が後を絶たない。 

令和 6 年度登録数（R7.3.31 現在） 

前年度末 登録 転入 転出 死亡 台帳整理 登録総数 注射 注射率 

239 14 1 3 25 4 222 205 92.3％ 

 

３．健康増進事業 

村民の健康の保持を図るため、疾病の予防、がん検診等の保健事業を総合的に実施した。 

 

（１）健康教育 

集団健康教育は病態別の健康教育と、一般の健康教育を実施した。また熱中症予防や食

中毒予防の講話、運動についての健康づくり教室を実施した。 

・ 実施回数  １４７回      延べ参加人数    ８０１人 



（２）健康相談 

住民健診後に、結果説明会での健康相談や随時総合健康相談を実施した。また高齢者に

ついては毎月ほたる亭を会場に保健師・栄養士が出向き血圧測定や健康相談・栄養講話な

どを行った。 

     ・ 実施回数   ７６回      延べ参加人数    ６１９人 

 

（３）訪問指導 

各検診要精密者及び要指導者を対象に、保健師・看護師・栄養士が家庭を訪問し、本人、

家族に対して訪問指導を実施した。 

・ 要指導者等（延）   ５００人（４０歳～６５歳未満）  

※６５歳以上の高齢者の訪問については、地域包括支援センターと連携して行った。 

 

（４）住民健康診査事業 

国民健康保険被保険者の対象者に対し、特定健診・特定保健指導を国保部門と協力して

実施した。全住民の一定年齢の方を対象にがん検診を実施した。 

がん検診は、「集団健診」（山江村体育館で実施する複合健診）と、「施設健診（ドック）」

（健診機関で全ての項目を実施するドック）と、「施設健診（ドック以外）」（子宮がん検診・

乳がん検診・骨粗鬆症健診については人吉市医師会に所属する医療機関及び人吉医療セン

ターで、胃がん検診・前立腺がん検診については人吉市医師会に所属する医療機関）から

選択して受診できる方法で実施した。 

さらに、脳血管疾患・生活習慣病の予防を図るため、「脳ドック」及び自分の歯を保有し、

食べる楽しみを享受して豊かな人生を送っていただけるよう「歯周疾患検診」を実施した。 

・集団健診助成額                 ５，９７４，８６４円 

・施設健診（国保・がんドック）助成額       ４，７０１，１０１円 

・施設健診（ドック以外）助成額          ４，８２３，３７１円 

・脳ドック助成額                   ６７３，８１４円 

 

健診種別 対象者 受診者数 

集団健診 ２０歳以上 ３１０人 

国保人間ドック ３０歳～７４歳（国保のみ） １３９人 

がんドック ４０歳～７４歳（国保以外）  ５６人 

脳ドック ３０歳～６９歳  ２６人 

歯周疾患検診 20・30・40・50・60・70 歳  ３６人 

 

令和６年度における各種検診の受診者は下記のとおりである。 

検診名 対象者数 受診者数 受診率 

肺がん検診※１・４ ２，１１３人 ６４８人 ３０．７％ 

胃がん検診※２・４ ２，１１３人 ４３６人 ２０．６％ 

大腸がん検診※４ ２，１１３人 ５１８人 ２４．５％ 

子宮がん検診※４ １，３６９人 ２９８人 ２１．８％ 

乳がん検診※３・４ １，１５３人 ３１４人 ２７．２％ 

腹部超音波検診 － ６８９人 － 



骨粗しょう症検診 － ２２５人 － 

リフレッシュ検診 －  ２４人 － 

前立腺がん検診 ９６１人 １６９人 － 

 ※１ 肺がん検診は、胸部エックス線検査を受けた数のみ計上。 

※２ 胃がん検診は、胃透視検査及び胃内視鏡検査を受けた数を計上。 

※３ 乳がん検診は、マンモグラフィ検査を受けた数のみを計上。 

※４ 対象者数は「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（平成 20 年 

3 月健康局長通知別添）」のとおり、職域等で受診機会のある人も含め、各がん 

検診の対象年齢の全住民を計上。 

 

（５）区長代理者（健康増進に関する業務） 

 健康寿命の延伸の実現を目指し、本人自ら及び地域住民の健康管理を図ることを目的に、

住民健診に関するスケジュール、受診率向上における地域での取組みについて等、区長代

理者会議にて説明を行った。 

 

（６）健康づくりポイント事業 

 健康寿命の延伸の実現を目指し、健診の受診率の向上及び健康づくりへの習慣と関心を

高め、健康的な生活習慣の定着を推進することを目的に、健康づくりポイント事業を平成

30 年度より実施している。 

 令和 6 年度より、ポイント上限を 3000 ポイントから 5000 ポイントへ引き上げた。 

令和６年度 
健康づくりポイント 

登録者数 
ポイント交換

（人数） 

ポイント交換   

（商品券金額） 
請求金額 

455 人 326 人 1,018,2000 円 480,500 円 

 ※健康づくりポイント事業協力店（村内 10 事業所） 

 ※令和 6 年度からのポイント上限引き上げにより、参加者のポイント交換時期が遅れた

ため、交換商品券の利用が翌年度にずれ込み、例年に比べて請求額が一時的に減少した。 

 

４．食生活改善及び食育事業 

 栄養・食生活の改善は生活習慣病の発生予防と重症化予防の徹底のほか、子どもや高齢

者の健康、社会環境の整備の促進のために、関係部局や関係機関との連携をとって、各事

業の中で実施している。 

 

（１）食生活改善推進員活動（会員数 28 名）   村助成金 200,000 円 

食生活改善推進員の活動は幼児から高齢者まで、本村の様々な事業（母子保健事業、 

健康増進事業、介護予防事業、福祉事業）への協力や小、中学校、地域、団体 

からの協力依頼に応じ、食生活の改善、食育事業を幅広く実施している。 

令和 6 年度は、食料品をはじめとする物価の高騰の影響を受けながらも、会員が知恵

を出し合い、工夫を凝らしながら活動を行うことができた。また、対話・訪問の機会を

増やし、住民へ教材を使用して食・健康に関する周知啓発活動を行った。 

  

 



令和６年度食生活改善推進員地区組織活動実績 

 ＜方法別活動状況＞ 

推進員

数 

集会 対話・訪問 総数 
自己学習 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 

２８人 ６７ １１０８ ５ １４９ ７２ １２５７ １７８ 

 ＜項目別活動状況＞ 

区分 

子どもの 

健康・食生活 

若者・働き世代

の健康・食生活 

高齢者の 

健康・食生活 
その他 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

回数 

人数 
１２ ３５２ １ ２ ５６ ６９０ ３ ２１３ 

 

（２）生活習慣病予防(減塩活動) 

生活習慣病の原因となる食生活での塩分について、関心と理解を求め、減塩のための 

活動を実施している。 

   ・３か月児健診時                  １３人 

 

（３）食育活動 

広報掲載では旬の食材を使ったレシピを掲載し、乳幼児健診ではおやつを通して成長 

期の食の重要性を周知、母子手帳交付時には妊婦の食について指導している。 

・広報誌掲載（旬のレシピ等）            １２回 

・乳幼児健診時おやつ      年４回       ２５人 

・食育ランチョンマット              ４１０人 

 

 

５．予防接種事業 

予防接種法による定期予防接種を個別接種で実施した。平成２５年４月より子宮頸がん

予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、平成２６年１０月より水痘ワク

チン、平成２８年１０月より B 型肝炎ワクチン、令和２年１０月よりロタウイルスワクチ

ンが定期予防接種となり、乳幼児期に受ける予防接種が増加している。さらに、令和６年

度より、従来の４種混合ワクチンにヒブワクチンを加えた５種混合ワクチンが定期接種と

して開始された。 

また、６５歳以上を対象とした高齢者用肺炎球菌ワクチンが平成２６年１０月から、新

型コロナワクチンが令和６年１０月から定期予防接種となった。 

 

（１）定期接種 

日本脳炎に関しては平成１７年から積極的勧奨を控えていたが、新たなワクチンが開発

され、予防接種が再開されている。令和３年度においては、日本脳炎ワクチンの供給量の

大幅な減少に伴い、優先接種対象者（４回接種のうち１・２回目の接種）が設定され、令

和３年度（令和３年４月から令和４年３月）に４歳・９歳になる対象者は令和４年度に接

種延期となった。子宮頸がん予防ワクチンについて、ワクチンとの因果関係を否定できな

い持続的な疼痛が接種後に見られたことから、平成２５年６月から積極的な接種勧奨の一



時差し止めとなっていたが、ワクチンの安全性と有効性を確認し、令和４年度より積極的

勧奨を再開とした。令和６年夏以降のワクチン接種の需要増加に伴う措置として、キャッ

チアップ対象者（平成９年４月２日～平成２０年４月１日生まれの女子）で、令和４年４

月から令和７年３月までの間に１回以上接種し、接種が完了していない者について、１年

間の経過措置が設けられることとなった。 

B 類疾病であるインフルエンザ予防接種は、対象者に個人負担金１，５００円で行い、

高齢者用肺炎球菌については、平成２７年度から令和元年度までの予定で経過措置による

対象年齢が拡大されたが、令和元年の予防接種施行令の一部改正に伴い令和５年度まで延

長することとなった。本年の経過措置の対象者に個人負担金２，７００円で実施した。新

型コロナワクチンについては、令和６年度に限り定期接種への移行期における激変緩和措

置として、接種１回あたり８，３００円の助成金あり。この助成金事業を活用し、個人負

担金２，５００円で実施した。 

 

Ａ類疾病 

四種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ） 五種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ） 

初回 
追加 

初回 
追加 

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回 

接種者数 0 2 3 21 15 11 8 0 

         

Ａ類疾病 
Ｂ型肝炎ワクチン 二種混合 

（ＤＴ） 

日本脳炎 

第１期 

第２期 初回 
追加 

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 

接種者数 15 13 13 31 24 16 13 35 

         

Ａ類疾病 
ヒブ 小児用肺炎球菌 

第１回 第２回 第３回 追加 第１回 第２回 第３回 追加 

接種者数 0 2 4 10 15 13 11 10 

         

Ａ類疾病 ＢＣＧ 

麻しん・風しん 

(混合) 

ロタウイルス 

１価 ５価 

第１期 第２期 第１回 第２回 第１回 第２回 第３回 

接種者数 10 16 19 11 12 0 0 0 

         

Ａ類疾病 
水痘 

子宮頸がん予防 

２価・４価 ９価 

第１回 第２回 第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回 

接種者数 16 20 0 0 0 31 36 26 

         

Ｂ類疾病 
高齢者インフルエンザ 高齢者用肺炎球菌 新型コロナウイルス 

６５歳以上 ６５歳 ６５歳以上 

接種者数 675 24 313 

 

 

 

 



（２）任意接種 

生後６か月から高校３年生までを対象に任意インフルエンザ予防接種費用の助成を実施

している。（個人負担金１，０００円）  

また風しんが全国的に流行したことをきっかけに、風しんから妊婦を守り、先天性風し

ん症候群の発生を防止することを目的に、熊本県が行う風しん抗体検査の結果、予防接種

が必要と判断された者に対して県補助を活用し、風しん予防接種費用の全額助成を行って

いる。 

 令和５年４月からは、帯状疱疹予防接種費用の経済的負担の軽減及び健康保持増進を目

的とし、任意接種である帯状疱疹の予防接種を希望する者に対し、予防接種費用の一部の

助成を開始した。（接種費用の 1/2 を助成し、上限 10,000 円まで） 

また、子宮頸がんワクチンの積極的勧奨の差控えにより、接種ができなかった年齢の女

子に対しては、子宮頸がんワクチン接種費用の全額を助成し、償還払いで対応した。 

 

 接種項目 接種者数 

インフルエンザ予防接種費助成（６か月～高校３年生） 81（延） 

風しん予防接種費助成 1 

帯状疱疹予防接種費助成 15（延） 

子宮頸がん予防接種費助成（キャッチアップ） 61（延） 

 

（３）風しんの追加的対策 

 風しんの追加的対策は、抗体保有率が低い世代（１９６２年４月２日から１９７９年４

月１日生まれの男性を対象）に対し、この世代の抗体保有率を９０％以上にすることを目

標に、公費での抗体検査及び予防接種を実施した。抗体検査については国庫補助１/２を活

用し、予防接種については市町村の自主財源で実施した。クーポン券による抗体検査は、

令和７年３月末をもって終了したが、一部のワクチン製造会社の出荷停止によりワクチン

の供給が不足していたことを受け、令和７年３月末までに実施した抗体検査で十分な抗体

価がなかった者の予防接種について、２年間の接種期間延長が設けられた。 

 

実施者数（令和６年度で支出分のみ計上） 

抗体検査実施者数 11 人 

予防接種者数 3 人 

 

６．母子保健事業 

  ３か月児健診及び７か月児育児学級は山江村・相良村合同で実施し、1 歳６か月児健診・

３歳児健診事業は山江村･錦町・相良村の保健師の相互派遣を行った。健診に伴う医療機関

の医師として３か月児健診を人吉医療センター小児科医に、１歳６か月児健診・３歳児健

診の内科を人吉市医師会所属の小児科医、歯科健診を熊埜御堂歯科医院、妊婦健診を熊本

県医師会所属の産婦人科医に依頼し実施している。乳児訪問について、保健師、子育て相

談支援員による全戸家庭訪問を実施した。 

乳幼児の健全発達を促進し、将来、精神発達面において障がいを招来するおそれのある



乳幼児を早期に把握し、適切な支援を行うことを目的とした乳幼児発達相談事業や保育園

等訪問を実施した。養育支援が必要と判断した家庭に対し、保健師がその居宅に訪問し、

養育に関する指導、助言等を行った。また、特に年長児に係る適正就学について、教育委

員会や保育園等の関係機関との連携を図り、保護者への連絡調整を行った。 

（１）妊娠の届出（母子健康手帳交付数）   １９人 

（２）母子健康診査 

 一 般 健 康 診 査 

実施数 

妊  婦 
乳  児   

（3 か月） 
幼  児 

受 診

実人員 
受 診延人員 

対 

象人 

員 

受 

診延

人員 

１歳６か月

児 

健康診査 

３歳児 

健康診査 

対 

象人 

員 

受 

診実

人員 

対 

象人 

員 

受 

診実

人員 

25 231 13 13 11 11 25 24 
(再掲) 

医療機関等へ委託 
25 231 13 13 11 11 25 24 

 
（３）母子保健指導 

妊    婦 産    婦 乳    児 幼    児 電話相談 

延 人 員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 

17 17 13 13 26 28 84 115 55 

（４）母子訪問指導 

  妊  婦 産  婦 未 熟 児 
乳児(新生児・ 

未熟児を除く。) 
幼  児 そ の 他 

  実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 

実施数 1 1 15 16 1 1 14 14 0 0 1 1 

 

（５）衛生教育 

  

母     子 
歯科 計 

思春期・未婚女性学級 ７か月育児学級 

回  数 0 11（うち 6回を山江で実施） 43 54 

延人員 0 14 112 126 

 

（６）不妊治療費助成 

・特定不妊治療   助成件数 １件   助成額  ５６，３００円 

 ・一般不妊治療   助成件数 ０件   助成額  なし 

 

７．歯科保健事業  

山江村の幼児はむし歯が多い現状であり、１歳６か月児健診、２歳児歯科検診、３歳児

健診、５歳児歯科検診においてフッ化物塗布を行っている。また、むし歯予防対策の一環

として、保育園及び村内小中学校においてフッ化物洗口を実施している。 

 



（１）フッ化物塗布 

・実施回数  15 回    フッ化物塗布実施数  71 名 

 

 

（２）フッ化物洗口 

施設名 対象者数 回数 延人数 備考 

章鹿倉保育園 18 人 232 3,824 人 年中、年長児 

山江保育園 20 人 198 3,571 人 年中、年長児 

山田小学校 173 人 34 5,291 人 1～6 年生 

万江小学校 30 人 34 1,020 人 1～6 年生 

山江中学校 98 人 37 3,528 人 1～3 年生 

 

 

 

８．すこやか子ども医療費助成事業 

平成２１年４月１日より子どもの疾病の早期発見を促進し、健康の保持及び子育て支援

を図るため「すこやか子ども医療費助成事業」を開始した。     

平成２３年度から対象者を満１５歳以後の最初の３月３１日までにある子ども（中学生

まで）に、平成２８年度からは対象者を満１８歳以後の最初の３月３１日までにある子ど

も（高校生まで）に対象年齢を引き上げて助成を行っている。 

令和７年１月診療分より現物給付となる地域を「人吉市・球磨郡内」の医療機関などか

ら「熊本県内」の医療機関などに拡充した。 

 ※助成方法：現物給付：窓口支払いがない 

償還払 ：窓口で立替後申請 

・対象者数（０歳～１８歳）        ５９２人（令和７年３月末） 

・助成延べ件数            ９，４２２件 

・助成総額        １９，２９１，４６７円 

 

〇令和６年度すこやか子ども医療費助成状況〇 

 
現物給付 償還払 

助成者数（人） 助成額（円） 対象者数（人） 助成額（円） 

就学前 
３歳未満 789 1,143,300 37 445,060 

３歳以上 2,067 2,956,934 41 499,069 

小学生 3,591 6,998,342 117 449,937 

中学生 1,352 2,826,136 101 1,235,827 

高校生 1,249 2,474,632 78 262,230 

合 計 9,048 16,399,344 374 2,892,123 

※年齢は令和７年４月１日時点 

※助成者数は延べ人数。 



９．献血事業 

・献血者（年 2 回実施） ４月 400mℓ  ４４人（受付４８人） 

           １１月 400mℓ   ５１人（受付５６人） 計９５人（受付１０４人） 

※採血量実績 ３８，０００mℓ ※（令和５年度採血量実績 ３５，６００mℓ ） 

 

１０．鍼灸施療費支給事業 

鍼灸施療により住民の健康の保持を図るため、住民の申請により鍼灸施療券を発行した。

村が指定する人吉球磨郡鍼灸師。１枚当たり 500 円の補助。 

 ・発行枚数：９０４枚 ・支給総額：１４７，５００円（２９５件分） 

 

１１．国民健康保険事業 

国民健康保険制度は、医療保険制度の中核である地域医療保険として国民皆保険を支え

る基盤的役割を担い、健康の保持・増進に大きな役割を果たしている。 

 全体として国保被保険者数は減少傾向にあるが、低所得者の加入が多いことや年齢構成

が上昇していることから医療費水準が高く、所得に占める保険料が大きくなり、本村のよ

うに小規模な保険者は財政が不安定な状況であるところが多い。 

 このような背景により、平成３０年度から都道府県が保険者に加わり財政運営の責任主

体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等国保運営の中心的な役割を担い、制

度の安定化を図ることとなっている。 

 

（１） 制度改正に伴う新規システム改修について 

・マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた国民健康保険システム改修業務 

 

（２）資格の状況について 

・令和７年３月末現在 国保世帯数   ４１３世帯（前年比 △１７世帯） 

             被保険者数 一般 ６１４人（前年比 △５１人） 

退職   ０人（前年比 ±０人） 

計  ６１４人（前年比 △５１人） 

 

・異動届書件数（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

・取得件数         ・喪失件数 

転  入  １６件     転  出   ７件 

       社保離脱  ６１件     社保加入  ６３件 

       生保廃止   １件     生保開始   ４件 

       出  生   １件     死  亡   ５件 

       後期離脱   ０件     後期加入  ４６件 

       そ の 他   ３件     そ の 他   ８件 

           計    ８２件       計    １３３件 

 



（３）国保財政運営状況について 

①国民健康保険税 

調定額
（円）

収納額
（円）

不能欠損額
（円）

収入未済額
（円）

収納率
（％）

48,182,600 47,972,400 0 210,200 99.6

医療分 33,081,300 32,953,266 0 285,306

後期高齢者支援金分 11,983,200 11,936,677 0 104,899

介護納付金分 3,118,100 3,082,457 0 52,955

17,423,380 3,169,339 0 14,254,041 18.2

医療分 12,111,701 2,133,696 0 11,826,395

後期高齢者支援金分 3,268,731 600,151 0 3,163,832

介護納付金分 2,042,948 435,492 0 1,989,993

0 0 0 0 0.0

医療分 0 0 0 0

後期高齢者支援金分 0 0 0 0

介護納付金分 0 0 0 0

0 0 0 0 0.0

医療分 0 0 0 0

後期高齢者支援金分 0 0 0 0

介護納付金分 0 0 0 0

65,605,980 51,141,739 0 14,464,241 78.0

一
般
被
保
険
者

退
職
被
保
険
者
等

合    計

区   分

現年分

滞納繰越分

現年分

滞納繰越分

 
 

②一般会計繰入金 

 ・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）        １１，７８０，２４０円 

（国：支援分の 1/2、県：軽減分の 3/4・支援分の 1/4） 

 ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分）         ５，９８３，８２５円 

 ・未就学児均等割保険料（税）               １６１，８６７円 

 ・産前産後保険料（税）                  １０５，６６２円 

・出産育児一時金繰入金（５０万円／人×２／３）      ６６６，６６６円 

 ・財政安定化支援事業繰入金              ６，５４８，２８４円 

（高齢者の割合等による医療費増加分を補てん） 

 ・事務費繰入金                      ５７２，０００円 

   合 計                     ２５，８１８，５４４円 

 

③基金繰入金 

国保財政調整基金   ０円（令和７年３月末基金残高 ４０，１００，５３１円） 

 

 

 

 

 

 

 



（４）保険給付の状況について（年報 C 表より） 

 ① 保険給付費      

  

 

 

（療養給付費の内訳）      

件数 費用額

279 132,510,900

一般分 279 132,510,900

退職分 0 0

6,591 78,556,960

一般分 6,591 78,556,960

退職分 0 0

1,344 17,821,040

一般分 1,344 17,821,040

退職分 0 0

5,442 83,073,440

一般分 5,442 83,073,440

退職分 0 0

270 10,379,742
※件数は再掲 一般分 270 10,379,742

退職分 0 0

39 1,682,310

一般分 39 1,682,310

退職分 0 0

13,695 324,024,392合    計

調剤

区   分

入院

入院外

歯科

訪問看護

食事・生活療養費

 

 

件数 費用額 保険者負担分

13,695 324,024,392 238,247,819

一般分 13,695 324,024,392 238,247,819

退職分 0 0 0

170 1,189,467 884,739

一般分 170 1,189,467 884,739

退職分 0 0 0

558 38,164,567

一般分 558 38,164,567

退職分 0 0

0 0

一般分 0 0

退職分 0 0

14,423 325,213,859 277,297,125合    計

高額介護合算療養費

区   分

療養給付費等※

療養費等

高額療養費



② 任意給付 

  ・出産育児一時金   ２件 １，０００，０００円（５００，０００円/１件） 

・葬 祭 費     ３件    ６０，０００円（２０，０００円/１件） 

 

 （一般＋退職） 

年度 平均世帯数 平均被保険者数 一人当たりの調定額 一人当たりの医療費 

６ ４２５世帯 ６４４人 １０１，８７３円 ５０４，９９０円 

※平均世帯数及び平均被保険者数は年報 A表より 

※一人当たりの調定額は、「（３）国保財政運営状況について ①国民健康保険税」の調定額の現年分合計を平均被保険

者数で割ったもの 

※一人当たりの医療費は、「（４）保険給付の状況について ①保険給付費」の費用額を平均被保険者数で割ったもの 

 

（５）保健事業について 

 ① 特定健診等の状況について 

・特定健診受診率 行政区別 (※法定報告前) 

男 女 計 男 女 計 男 女 計

第1区 15 11 26 10 8 18 66.67% 72.73% 69.23%

第2区 18 18 36 11 13 24 61.11% 72.22% 66.67%

第3区 13 13 26 7 8 15 53.85% 61.54% 57.69%

第4区 18 29 47 12 22 34 66.67% 75.86% 72.34%

第5区 9 10 19 5 6 11 55.56% 60.00% 57.89%

第6区 7 10 17 3 8 11 42.86% 80.00% 64.71%

第7区 14 11 25 11 7 18 78.57% 63.64% 72.00%

第8区 20 17 37 11 9 20 55.00% 52.94% 54.05%

第9区 27 25 52 16 8 24 59.26% 32.00% 46.15%

第10区 14 16 30 8 9 17 57.14% 56.25% 56.67%

第11区 18 11 29 14 8 22 77.78% 72.73% 75.86%

第12区 8 9 17 7 7 14 87.50% 77.78% 82.35%

第13区 14 15 29 11 11 22 78.57% 73.33% 75.86%

第14区 20 22 42 11 13 24 55.00% 59.09% 57.14%

第15区 18 13 31 9 9 18 50.00% 69.23% 58.06%

第16区 4 6 10 2 4 6 50.00% 66.67% 60.00%

合計 237 236 473 148 150 298 62.45% 63.56% 63.00%

受診率受診者対象者
行政区

・特定保健指導 

   動機付け支援実施人数 １７名、積極的支援実施人数 ３名 



②医療費適正化への取り組みについて 

・ 医療費通知 年６回発行 
 ・ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）差額通知 年２回発行 

 

（６）国民健康保険運営協議会について 

 〇第１回 令和６年８月２２日 

   ・山江村国民健康保険事業状況について 

   ・山江村国民健康保険税について 

〇第２回 令和６年１０月９日 

  ・委嘱状交付式 

・山江村国民健康保険事業の運営に関する協議会について 

・山江村国民健康保険事業及び保険税について 

 〇第３回 令和７年１月２３日 

   ・山江村国保事業費納付金・標準保険料率について 

   ・令和７年度国民健康保険事業予算（案）について 

   ・各種計画（案）について 

    

（運営協議会委員） 

職  名 氏   名 就任年月日 満了年月日 備  考 

会  長 中竹 隆博 令和 6 年 10 月 1 日 令和 9 年 9 月 30 日 商工会会長 

会長代理 右田 慎也 令和 6 年 10 月 1 日 令和 9 年 9 月 30 日 JA 青壮年部 

委  員 白川 正博 令和 6 年 10 月 1 日 令和 9 年 9 月 30 日 被保険者代表 

委  員 山口 しず 令和 6 年 10 月 1 日 令和 9 年 9 月 30 日 被保険者代表 

委  員 曺 光男 令和 6 年 10 月 1 日 令和 9 年 9 月 30 日 球磨病院 

委  員 村田 圭介 令和 6 年 10 月 1 日 令和 9 年 9 月 30 日 
人吉球磨 

薬剤師会 

 

１２．後期高齢者医療事業 

 平成２０年４月より、７５歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が施行され

ている。運営は都道府県ごとに設置された広域連合が行い、市町村は窓口業務（申請受付

や保険証交付など）、保険料徴収を主な事務とする。 

後期高齢者医療制度における医療給付は、窓口での患者負担を除き、※公費（約５割）、

後期高齢者支援金（若年者の保険料約４割）、被保険者の保険料（約１割）によって広域連

合が行っている。 

※国：県：市町村＝４：１：１ 

 

  



○令和５・６年度の保険料 

・均等割額 ５４，０００円 

・所得割額 （総所得金額－３３万円）×１０．９８％ 

・保険料限度額 ８０万円 

公的年金等の収入のみで、年金額が１５３万円以下の場合は、所得割額はかからない。 

 

 

○一般会計繰入金 

  ・事務費繰入金  １４３，０００円 

  ・保健基盤安定繰入金（保険料軽減分・医療給付費の補てん） 

１２，４１２，７１５円（県３／４） 

     合計 １６，５５０，２８８円 

 

○被保険者数   ６３８人（令和７年３月末現在） 

○後期高齢者医療保険料収納実績  ３２，８２２，１００円（現年度） 

 

○令和６年度後期高齢医療保険料収納状況 

                              （単位：円・％） 

 

 

 

○令和６年度後期高齢医療費状況 

調定額 収納額 
不能欠

損額 
収入未済額 還付未済額 収納率 

滞納

人数 

現年度分 32,885,100 32,822,100 0 63,000 0 99.80 1 

特徴 23,123,600 23,123,600 0 0 0 100.00 0 

普徴 9,761,500 9,698,500 0 63,000 0 99.35 1 

滞納繰越 31,600 31,600 0 0 0 100.00 0 

計 32,916,700 32,853,700 0 63,000 0 99.80 1 

区  分 件  数 費用額 

入院 629 件 299,080,430 円 

入院外 8,661 件 115,097,050 円 

歯科（入院・外来） 1,411 件 20,380,800 円 

調剤 7,373 件 89,524,990 円 

食事療養費（医科・歯科） 612 件 23,311,586 円 

訪問看護療養費 30 件 4,588,490 円 

療養費（柔道整復等） 257 件 2,172,561 円 

合  計 18,973 件 554,155,907 円 



 

令和 6 年度 地域包括支援センター事務報告 

 

地域包括支援センターは、介護保険法で定められた、地域における高齢者の保健・福祉・

医療の向上、虐待防止、介護予防の総合的なケアマネジメントを担う中核機関として位置

付けられ、平成１８年４月に設置された。 

令和６度の人員配置は、センター長兼主任介護支援専門員１名、保健師（兼務）１名、

社会福祉士（介護支援専門員兼務）１名、生活支援コーディネーター兼事務員１名、介護

福祉士１名。 

介護保険法の改正により２０２５年に向けて、高齢者の尊厳の保持と自立生活支援の目

的のもと、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう地域包括ケアシステムを構

築することとされた。これまでの介護予防事業で実施していた一次予防事業、二次予防事

業の区分がなくなり、平成２９年４月より新たに「介護予防・日常生活支援総合事業（総

合事業）」へ移行した。また、包括的支援事業の中に①在宅医療・介護連携の推進、②認知

症施策の推進、③生活支援サービスの体制整備、④地域ケア会議の充実が盛り込まれた。 

総合事業では、要支援者や事業対象者等を対象とする「介護予防・生活支援サービス事

業」と「一般介護予防事業」を実施している。その他、総合相談支援業務、権利擁護業務、

介護予防ケアマネジメント業務等を実施している。 

 

 

 

１．介護予防・日常生活支援総合事業 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者や基本チェックリスト該当者（事業対象者）を対象に、一人ひとりの状態に合

わせたサービスを行った。今後は地域住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充

実することで、地域の支え合いの体制づくりを推進していくことができるよう取り組んで

いる。 

 

①訪問型サービス 

サービス種別 サービス名 委託先 利用実人数（人） 

現行相当 訪問介護 山江社協 １ 

訪問型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 

軽度生活支援 

サービス 
山江社協 ７ 

訪問型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 
保健師・看護師訪問 *** ０ 

  

 

 

 

 

 



 
 

②通所型サービス 

サービス種別 サービス名 委託先 利用実人数（人） 

通所型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 

湯ったり入浴 

サービス 

デイサービスセン

ターあいせい 

介護老人保健施設

つつじのさと 

７ 

通所型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 
元気が出る学校 

くまもと健康 

支援研究所 
２４ 

通所型サービスＢ 

（住民主体の支援） 
たっしゃかクラブ *** １５ 

 

③その他の生活支援サービス 

サービス種別 サービス名 委託先 利用実人数（人） 

栄養改善を目的とした 

配食 

たっしゃか弁当 

サービス 
山江社協 ３ 

 

（２）一般介護予防事業 

①骨こつ健康クラブ 

運動機能向上を目的に、週１回福祉保健センター「健康の駅」で実施した。介護予防サ

ポーターや介護老人保健施設つつじのさと作業療法士に協力してもらっている。 

参加実人数（人） 実施回数 

２７ ４６ 

 

②にこにこ食のつどい 

食生活改善推進員と協力し、月１回食育指導士による講話や調理、会食等の栄養事業を

実施した。 

対象地区 参加実人数（人） 実施回数 

山田地区 ２１ １１ 

万江地区 １４ １１ 

 

③公民館事業・出前福祉相談 

各地区と連携し、公民館を拠点とした介護予防活動を実施した。内容は体操や健康講話、

レクレーション、茶話会等である。 

平成３０年から、月２回以上の公民館事業を実施する団体には、立ち上げ費用や運営費

用として補助金を活用できるよう、通いの場づくり事業補助金交付要綱を定めた。 



 
令和６年度は、１８団体に通いの場づくり事業補助金の交付を行った。 

 

 

地区 

参加延人数（人） 

実施回数 備考 

述べ人数 実人数 

１区 ６０２ １４ ５１ 通いの場づくり補助金 

２区 ６１８ １９ ４７ 通いの場づくり補助金 

３区 ３４０ １１ ４７ 通いの場づくり補助金 

４区 ７５４ ２３ ４８ 通いの場づくり補助金 

５区 １４１ １１ ２４ 通いの場づくり補助金 

６区 ５６７ １９ ４７ 通いの場づくり補助金 

７区 ７３３ ２８ ４４ 通いの場づくり補助金 

８区（小山田） ３０１ １５ ２３ 通いの場づくり補助金 

８区（永シ切） ４０ ８ ９  

９区 ２２６ １３ ２４ 通いの場づくり補助金 

１０区 ２８７ １６ ２４ 通いの場づくり補助金 

１１区（岩ヶ野） １６３ １３ ２２ 通いの場づくり補助金 

１１区（下払） ２４７ １４ ２２ 通いの場づくり補助金 

１２区 １５０ １１ ２２ 通いの場づくり補助金 

１３区（城内） ３６７ １４ ４７ 通いの場づくり補助金 

１３区（下の段） ３１４ ７ ６１ 通いの場づくり補助金 

１４区 １６５ １０ ２３ 通いの場づくり補助金 

１５区 ２１７ １３ ２６ 通いの場づくり補助金 

１６区 １０６ ５ ２２ 通いの場づくり補助金 

 

④介護予防サポーター養成講座 

地域の中での介護予防活動をサポートするボランティア人材の育成を目的に、介護予防

サポーター養成講座を実施した。１０名中６名が養成講座を修了し、村が行う介護予防事

業や各地区での公民館事業等に介護予防サポーターとして活動している。 

 

⑤介護予防支援ボランティアポイント制度 

ボランティア活動支援及び、高齢者の社会参加及び生きがいづくりを支援し、介護予防

の推進、生き生きした活力ある地域社会を作ることを目的として、ボランティアポイント

制度を実施した。令和６年度は、６３人が本制度に参加し２６１，０００ポイントを獲得

した。 



 
 

 

活動内容 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの年代 人数 獲得ポイント 

たっしゃかクラブ 

 

元気が出る学校 

 

骨こつ健康クラブ 

 

認知症カフェ 

 

公民館事業 

５０代 ０人     ０ 

６０代 ２０人 ７８，３００ 

７０代 ３６人 １４９，９００ 

８０代 ７人 ３３，０００ 

合 計 ６３人 ２６１，０００ 

 

２．包括的支援事業 

（１）総合相談支援業務・権利擁護業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らしていけるように、高齢者の実態把

握や高齢者の様々な相談に応じている。 

また、平成２７年４月１日から人吉球磨成年後見センターが設立されており、センター

と協力しながら相談対応や制度の周知等を行った。 

訪問件数  ６７８件（延） 

相談件数 ３３３件 

実態把握  ６４件 

 

（２）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

主治医やケアマネジャーなど多職種とのつながりや地域の関係機関と連携することによ

り、高齢者への一体的で継続できるような体制づくりと後方支援を行った。 

具体的には、地域のケアマネジャーに対しての相談窓口となり助言し、医療機関等との

情報交換を行っている。 

 

（３）介護予防ケアマネジメント業務 

介護保険における要支援の認定を受けた者に対して、主任介護支援専門員・介護支援専

門員が予防給付ケアプランを作成した。また介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象

者へのケアプラン作成も行った。 

令和６年度実績：要支援者   ２０件 

        事業対象者  ４２件 

 



 

３．包括的支援事業（社会保障充実分） 

（１）在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるこ

とができるよう、人吉球磨１０市町村が一体となり、在宅医療・介護連携推進事業の一部

を人吉市医師会に委託して実施した。また住民への普及啓発を図るため、広報誌に人吉球

磨地域の在宅医療・介護に関する情報を掲載した。今後は退院後の切れ目のない介護保険

サービスの提供や、サービスが必要な方やその家族の負担の軽減を目指し、関係団体や市

町村が連携して在宅医療・介護連携を推進している。 

 

（２）生活支援体制整備事業 

平成２９年４月に地域課題を把握し、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に

向けたコーディネート機能の役割を果たす生活支援コーディネーターを地域包括支援セン

ターに配置した。また、生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画する協議体（山

江村地域支え合い推進会議）を平成３０年２月に立ち上げた。年１回開催し、定期的な情

報共有や連携強化を図っている。 

 

（３）認知症初期集中支援推進事業 

認知症の人やその家族に早期に関わることを目的に、保健師、社会福祉士、専門医をチ

ーム員とする認知症初期集中支援チームを平成２９年１０月に立ち上げた。２か月に１回

チーム員会議を開催し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を話し合い、本人への訪問

や家族支援等の初期の支援を包括的・集中的にチーム員を中心に行っている。 

令和６年度実績：新規ケース ６件 

 

（４）認知症に関すること 

 今後急増することが予想される認知症においては、軽度認知障害（ＭＣＩ）の段階での

早期発見・早期対応が重要であり、介護予防・日常生活支援総合事業や公民館事業等で認

知症予防の講話やタブレットを活用した認知症予防に取り組んだ。 

 また、小中学生や地域住民を対象とした認知症サポーター養成講座を実施し、令和３年

２月に認知症やその家族を支える積極的な活動を行う認知症サポーターアクティブチーム

を立ち上げ県の認定を受け活動を実施し、認知症になっても地域でその人らしい生活が送

ることができるように認知症カフェを令和２年９月から開催している。 

 

認知症サポーター養成講座及び認知症サポーターアクティブチーム養成講座 

対象者 参加人数（人） 

山江中学校２．３年生 ７３ 

山田小学校４年生 ３６ 

７区 ２０ 

認知症実践研修 ６ 

計 １３６ 

認知症カフェ（月に１度） 

 令和６年度実績：１１回 



 
（５）地域ケア会議推進事業 

地域ケア会議は毎月１回、村内事業所の介護支援専門員やリハビリ職、栄養士等の多職

種が参加し、個別ケースの検討や地域課題の抽出等を行った。 

令和６年度実績：実施回数      １２ 回 

個別ケース検討   １１ 件 

地域課題の検討    １ 件 

 

 

（６）介護支援専門員連絡会 

 村内の介護支援専門員（ケアマネージャー）相互の情報交換や学習会、意見交換などを

通じ、介護支援専門員の質の向上と村内の介護支援専門員のネットワークに取り組み、 介

護支援専門員相互の情報交換や、介護保険制度、各種サービス、インフォーマルサービス・

地域資源活用等についての理解を深めるための学習会等を行った。 

また、令和２年７月豪雨災害後、村内介護支援専門員連絡会で、各事業所においてトリ

アージを実施、担当が不在となっても行動できるような様式を作成し、トリアージ訓練を

年に１回実施した。  

令和６年度実績： 実施回数     ４回 

         学習会      ４回 

  

 



令和 2 年 7 月豪雨災害に伴う 

令和 6 年度事務報告 

１.災害救助法適用関係事務 

【災害救助費の対象となる事務】 

令和 2 年 7 月豪雨による被害は甚大であり、中央グラウンドの仮設住宅で生活され

ている方が令和 5 年度末時点で 7 世帯 11 名の入居者となっていた。しかしながらこ

の全世帯が自宅へ転居され、その役目を終えた。またそれに伴い、同じ敷地に開設し

ていた山江村支え合いセンターも令和 6 年 9 月末で閉所となった。その後仮設住宅等

の解体、中央グラウンドへの整備を熊本県が施工し、令和 6 年度末に現状復旧が終了

した。したがって、令和 2 年 7 月豪雨災害に伴う事務報告については今年度をもって

終了とする。 

 

（１）集会施設等維持管理事業 

山江村仮設住宅敷地及び集会施設「みんなの家」の維持管理を行い、仮設住宅入居

者のコミュニティー形成が円滑に行われるよう、利便性の向上に努めた。 

○令和 6 年度集会施設等維持管理補助金（県補助）  

◆実績額         36,100 円  

 

（２）球磨川復興基金交付金事業 

 球磨川流域復興基金交付金事業を活用し、被災された方が仮設住宅等から恒久的な

住まいの再建を実現し、被災前の生活を取り戻して頂くための支援を行った。 

◆転居費用助成   7 件 700,000 円  

 

２．山江村地域支え合いセンターの設置・運営 

令和 2 年 7 月豪雨災害により被災した方々の生活再建に向け、安心した日常生活を

支え、見守りや生活支援、地域交流の場の創出等、総合的な支援体制を構築するため、

山江村社会福祉協議会への業務委託により山江村地域支え合いセンターを設置し運

営を行った。  

○ 委託期間：令和 6 年 4 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日（閉所） 

○ 委託料（精算額）：1,687,267 円 

〇 主な取り組み 

◆生活再建及び仮設住宅での生活に関する相談への対応 

◆戸別訪問事業：年間訪問 25 回 

◆コミュニティ形成事業：みんなの家サロン活動、コミュニティづくりの会支援 

           例年行う清掃活動に加え、野菜作り等の支援も行った。 

◆関係機関との連携強化事業：関係団体との連携会議の開催（2 回開催） 



 


